
第25回 定時株主総会

2021年12月23日(木曜日)午前10時
（受付開始　午前９時30分）

■  日  時

東京都千代田区大手町一丁目2番1号

■  場  所
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証券コード：6196

Otemachi One3階
大手町三井カンファレンス　Room3
(末尾記載の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)

招集ご通知
新型コロナウイルス感染症への対応について
　株主総会会場において新型コロナウイルスの感染
防止を図るため、株主様の安全に配慮した感染防止
の措置を講じますが、感染リスクを回避するため、
可能な限り、郵送またはインターネットにより、事
前に議決権をご行使いただき、株主総会へのご来場
はお控えくださいますようお願い申しあげます。
　会場の座席間隔を拡げるため、ご用意できる席数
が例年より大幅に減少いたします。そのため、当日
ご来場いただいても入場をお断りする場合がござい
ます。
　ご来場される場合は、マスクの着用及びアルコー
ル消毒の使用など、周囲への感染予防にご配慮いた
だきますようお願い申しあげます。
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証券コード6196
2021年12月３日

株 主 各 位
東京都千代田区大手町一丁目２番１号
株 式 会 社 ス ト ラ イ ク

代表取締役社長 荒 井 邦 彦
　 第25回定時株主総会招集ご通知
　
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第25回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
　新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、可能な限り、郵送（書面）またはインターネッ
ト等により事前に議決権を行使していただき、株主総会当日のご来場はお控えいただくようお願
い申しあげます。
　お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討の上、2021年12月22日（水曜日）午後５時
45分までに議決権を行使いただきますようお願い申しあげます。

敬具
記

　
１．日時 2021年12月23日（木曜日）午前10時（受付開始 午前９時30分）

（開催日が前回の定時株主総会開催日（2020年11月25日）に応当する日から離れ
ておりますのは、第25期より当社の事業年度の末日を８月31日から９月30日に変
更したためであります。）

２．場所 東京都千代田区大手町一丁目２番１号
Otemachi One３階
大手町三井カンファレンス Room３
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

３．株主総会の目的事項
報 告 事 項 第25期（自2020年９月１日 至2021年９月30日）事業報告及び計算書

類の内容報告の件
決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役６名選任の件
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４．議決権の行使についてのご案内
(1)書面による議決権行使の場合は、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示
いただき、2021年12月22日（水曜日）午後５時45分までに到着するようご返送くだ
さい。

(2)インターネットによる議決権行使の場合は、後記（４頁）の「インターネット等による
議決権行使」をご確認の上、2021年12月22日（水曜日）午後５時45分までに賛否を
ご入力ください。

(3)インターネットによる方法で議決権を複数回行使された場合は、最後に行われた議決権
行使を有効とさせていただきます。

(4)書面とインターネットによる方法とを重複して議決権行使された場合は、インターネッ
トによる議決権行使を有効とさせていただきます。

以上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎お土産のご用意はありませんので、あらかじめご了承いただきますようお願い申しあげます。
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあ
げます。また、資源節約のため、この「招集ご通知」をお持ちくださいますようお願い申しあげます。
◎計算書類の「個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第17条の定めに従い、当社ウェブサイト
(https://www.strike.co.jp)に掲載しておりますので、本株主総会招集ご通知には掲載しておりません。なお、
本招集ご通知添付書類及び上記ホームページ掲載書類は、監査役が監査報告を、会計監査人が会計監査報告を
それぞれ作成するに際して監査した書類であります。
◎株主総会参考書類、事業報告、計算書類に修正が生じた場合は当社ウェブサイト(https://www.strike.co.jp)
に掲載させていただきます。
◎本総会当日の報告事項は、後日当社ウェブサイト（https://www.strike.co.jp/ir/library/meeting.html）で
動画をご視聴いただけますのでご活用ください。
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議決権行使のご案内

◆株主総会へ出席◆

５頁以降の株主総会参考書類をご検討いただき、以下のいずれかの方法により、
議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。

重複して行使された議決権の取り扱いについて
インターネット（「スマート行使」を含む。）により議決権を複数回行使された場合は、最後に行われたものを有
効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
議決権行使書面とインターネット（「スマート行使」を含む。）により重複して議決権を行使された場合は、インタ
ーネット（「スマート行使」を含む。）によるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

ご不明な点につきましては、以下にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
株主名簿管理人　三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
議決権行使
について （9:00～21:00） （平日9:00～17:00）0120-652-031 その他の

ご照会 0120-782-031

株主総会開催日時
2021年12月23日（木曜日） 午前10時

（受付開始時刻は午前９時30分を予定しております。）

当日ご出席される場合

事前に議決権行使される場合

議決権行使ウェブサイト
https://www.web54.net

◆郵送による議決権行使◆
◆「スマート行使」によるご行使◆ ◆ 議決権行使コード・

パスワード入力によるご行使
◆

同封の議決権行使書用紙に議案に
対する賛否をご表示いただき、行
使期限までに当社株主名簿管理人
に到着するようご返送ください。

同封の議決権行使書用紙の右下
「スマートフォン用議決権行使
ウェブサイトログインQRコード®」
をスマートフォンかタブレット端
末で読み取ります。
※QRコード®は、株式会社デンソーウェー
ブの登録商標です。

にアクセスし、同封の議決権行使
書用紙に記載の議決権行使コード
およびパスワードをご利用のう
え、画面の案内に従って議案に対
する賛否をご入力ください。

行使期限
2021年12月22日（水曜日）
午後５時45分到着分まで

行使期限
2021年12月22日（水曜日）
午後５時45分行使分まで

行使期限
2021年12月22日（水曜日）
午後５時45分行使分まで

インターネット等による議決権行使
（詳細につきましては次頁をご覧ください。）

）1（

）2（
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https://www.web54.net

 以降は画面の案内に従って賛否をご登録ください。

インターネット等による議決権行使

◆「スマート行使」によるご行使◆ ◆ 議決権行使コード・
パスワード入力によるご行使

◆

同封の議決権行使書用紙の右下「スマートフォン用議決権行
使ウェブサイトログインQRコード®」をスマートフォンかタブ
レット端末で読み取ります。

表示されたURLを開くと
議決権行使ウェブサイト画面が開きます。
議決権行使方法は２つあります。

「次へすすむ」を
クリック

「ログイン」を
クリック

「登録」をクリック

「議決権行使コード」
を入力

「初期パスワード」
を入力
実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください。

画面の案内に従って各議案の
賛否をご入力ください。

確認画面で問題なければ
「この内容で行使する」
ボタンを押して完了です。

上記のインターネットによる議決権行使のほかに、予めお申し込みされた場合に限り、株式会社ＩＣＪが
運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことができます。

機関投資家の
み な さ ま へ

※ 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際の接続料金および通信料金等は株主様のご負担となります。
※ インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使ウェブサイトをご利用いただけな
い場合があります。

スマートフォン用議決権行使ウェブサイトへアクセスする

議決権行使ウェブサイトへアクセスする

 ログインする

 パスワードを入力する

 議決権行使ウェブサイトを開く

各議案について個別に指示
する

全ての会社提案議案
について「賛成」する

一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、再度QRコード®を読み
取り、同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」「パスワード」を
ご入力いただく必要があります（パソコンから議決権行使ウェブサイト 
https://www.web54.net へ直接アクセスして行使いただくことも可能です）。

3B

3A
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株主総会参考書類

第１号議案 剰余金処分の件

当社は、将来の事業展開等を総合的に勘案しつつ、株主各位に対する利益還元である配当と
事業機会に即応できる体質強化のための内部留保に留意し、適正な利益配分を実施することを
基本方針としており、当期より配当性向を５%引き上げ、当期純利益の概ね25％を目標として
おります。
当期の期末配当につきましては、上記の方針に従い、以下のとおりといたしたいと存じま

す。
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
　金銭といたします。

② 配当財産の割当に関する事項及びその総額
　当社普通株式１株につき金 32円
　総額 612,037,728円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日
　2021年12月24日

（ご参考）１株当たり配当金の推移

期 第22期
（2018年８月期）

第23期
（2019年８月期）

第24期
（2020年８月期）

第25期
当期

（2021年９月期）
金額 ９円 14.5円 24円 32円
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第２号議案 取締役６名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役６名全員が任期満了となります。つきましては、社外取締
役２名を含む取締役６名の選任をお願いしたいと存じます。
取締役候補者は次のとおりであります。
なお、取締役候補者は、当社が任意で設置し、独立社外取締役が委員の過半数を占める指
名・報酬諮問委員会の答申を経て、当社取締役会で決定しております。

【社外取締役の独立性判断基準】
当社の社外取締役の選任に当たっては、企業経営や各専門分野における豊富な経験と高い見

識並びにその職務に相応しい人格を有する方を社外取締役候補者に指名しております。
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候 補 者
番 号 氏 名 現在の当社における地位及び担当

当 期 開 催 の
取 締 役 会 出 席 率

取 締 役
在任年数

１ 再任 荒
あ ら い

井　邦彦
くにひこ

代表取締役社長
100％

（19／19回）
24年

２ 再任 鈴
す ず き の ぶ お

木 伸雄 取締役副社長
100％

（19／19回）
12年

３ 再任 金
か ね だ か ず や

田 和也
取締役兼執行役員

コンサルティング本部担当

100％

（19／19回）
４年

４ 再任 中
なかむら

村　康一
こういち 取締役兼執行役員

管理部担当

100％

（19／19回）
７年

５

再任
社外取締役
候補者
独立役員

田
た し ろ

代　正明
まさあき

社外取締役
100％

（19／19回）
６年

６

再任
社外取締役
候補者
独立役員

女性

小
こ ご ま

駒　望
のぞみ

社外取締役
100％

（19／19回）
２年

(注)本議案が原案どおり承認されますと、社外取締役は２名となり、当社取締役における社外取締役の割合は３分の１以上
となります。

2021年11月18日 14時59分 $FOLDER; 8ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告
書

― 8 ―

候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日) 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

所有する
当社の
株式の数

１

荒
あ ら い
井　邦彦

くにひこ

(1970年11月19日生)
再任

1993年４月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法
人)入所

1997年７月 当社設立。代表取締役社長に就任(現任)
1999年６月 ㈱テイン監査役
2005年６月 ㈱アミューズ監査役
2005年10月 ㈱セルバンク取締役

3,647,000
　
株

取締役会出席状況 １００％ （１９回／１９回）
取 締 役 在 任 年 数 　２４年
取締役候補者とした理由
　当社の創業者であります。1997年の設立から卓越した先見の明で当社の発展を牽引する等、経営に
関して豊富な経験・知識・知見を有しております。当社の事業推進と持続的な企業価値向上のために
強いリーダーシップを発揮しており、適任であると考えております。

２

鈴
す ず き の ぶ お
木 伸雄

(1948年11月28日生)
再任

1972年４月 ㈱協和銀行(現 ㈱りそな銀行)入行
1989年８月 協和フィナンシャルフューチャーズ(シンガポー

ル)取締役社長
1992年12月 ㈱あさひ銀行(現 ㈱りそな銀行)長岡支店長
1995年５月 同行シカゴ支店長
2002年６月 あさひ銀事業投資㈱(現 りそなキャピタル㈱)取

締役
2003年11月 当社入社
2008年４月 ㈱ISホールディングス取締役
2009年６月 当社取締役副社長
2009年８月 ㈱セルバンク取締役(現任)
2015年11月 当社取締役副社長兼執行役員企業情報部統括部長
2017年11月 当社取締役副社長(現任)

540,000
株

取締役会出席状況 　１００％（１９回／１９回）
取 締 役 在 任 年 数 　１２年
取締役候補者とした理由
　長年に渡る金融機関での経営経験と海外駐在を長期にわたって経験されるなど、豊かな経歴を有し
ております。当社入社以来、金融機関との業務提携、国際感覚を通じた経営に貢献してまいりました。
当社の持続的な企業価値向上を目指すに当たり、適任であると考えております。
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日) 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

所有する
当社の
株式の数

３

金
か ね だ か ず や
田 和也

(1981年８月13日生)
再任

2006年12月 あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入
所

2009年７月 当社入社
2013年12月 当社執行役員第二企業情報部長
2017年11月 当社取締役兼執行役員企業情報部担当
2021年10月 当社取締役兼執行役員コンサルティング本部担

当（現任）

612,000
株

取締役会出席状況 　１００％（１９回／１９回）
取 締 役 在 任 年 数 　４年
取締役候補者とした理由
　入社以来、Ｍ＆Ａコンサルタントとして従事し、Ｍ＆Ａに関する様々な知見や経験を活かした営業
戦略の立案・推進により事業の拡大に寄与してまいりました。現在は、営業統括として卓越したリー
ダーシップを発揮し、環境の変化に対応した機動的なマネジメントと経営に貢献してまいりました。
当社の持続的な企業価値向上を目指すに当たり、適任であると考えております。

４

中
なかむら
村　康一

こういち

(1974年６月24日生)
再任

1999年10月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法
人)入所

2005年１月 公認会計士中村康一事務所開設
2005年８月 中村康一税理士事務所開設
2014年２月 当社取締役管理部長
2014年11月 当社取締役兼執行役員管理部長
2017年11月 当社取締役兼執行役員管理部担当(現任)

340,600
株

取締役会出席状況 　１００％（１９回／１９回）
取 締 役 在 任 年 数 　７年
取締役候補者とした理由
　公認会計士及び税理士であり、会計・財務の知見と豊富な経験を有しており、情報開示実務や業務
管理体制作りで当社の経営に貢献してまいりました。当社の持続的な企業価値向上を目指すに当たり、
適任であると考えております。
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日) 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

所有する
当社の
株式の数

５

田
た し ろ
代　正明

まさあき

(1941年12月10日生)
再任

社外取締役候補者
独立役員

1965年４月 オリエント・リース㈱(現 オリックス㈱)入社
2003年６月 同社常務執行役
2004年２月 同社専務執行役
2005年３月 ㈱大京取締役
2005年４月 同社代表取締役社長
2005年６月 同社取締役兼代表執行役社長
2010年６月 同社相談役
2015年11月 当社社外取締役就任(現任)

― 株

取締役会出席状況 　１００％（１９回／１９回）
社外取締役在任年数 　６年
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
　長年の経営者としての豊富な経験と知見をもとに、独立した立場から当社の取締役会の意思決定の
妥当性・適正性を確保するための助言・提言をいただくうえで、適任であると考えております。同氏
には上記の経験・識見に基づいた助言をいただき、監督機能を果たすことを期待しております。

６

小
こ ご ま
駒　望

のぞみ

(戸籍名：今
いまおか
岡　望 )

のぞみ

(1980年７月31日生)
再任

社外取締役候補者
独立役員
女性

2006年12月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)
入所

2008年４月 パレスキャピタル㈱入社
2010年11月 小駒望公認会計士事務所代表(現任)
2012年８月 虎ノ門有限責任監査法人社員(現任)
2016年６月 ユナイテッド㈱社外監査役(現任)
2018年６月 ㈱FIS社外監査役(現任)
2019年11月 当社社外取締役就任（現任）

― 株

取締役会出席状況 　 １００％（１９回／１９回）
社外取締役在任年数 　 ２年
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
　公認会計士としての豊富な経験と専門性を有し、また上場会社の監査役としての職務経験をもとに、
独立した立場から当社の取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言をいただ
くうえで、適任であると考えております。同氏には上記の経験・識見に基づいた助言をいただき、監
督機能を果たすことを期待しております。

　
(注) １．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

２．田代正明及び小駒望の両氏は社外取締役候補者であります。また、当社は、田代正明及び小駒望の両氏を東京証券取引所の定めに基
づく独立役員に指定し、届け出ておりますが、再任が承認された場合、引き続き独立役員として指定し、届け出る予定であります。

３．田代正明及び小駒望の両氏とは当社の定款の定めに基づき、責任限定契約を締結しており、その契約の概要は、会社法第427条第１
項の規定により、同法第423条第１項の責任を同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とするものであります。本総会に
おいて再任が承認された場合、当該責任限定契約を継続する予定であります。

４．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約では、
被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴
訟費用等が填補されることとなります。本議案に基づき各候補者の選任が承認された場合、各候補者は当該保険契約の被保険者に含
められることとなります。なお、当社は、当該保険契約を取締役の任期中に同様の内容で更新することを予定しております。
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【ご参考】取締役候補者のスキルマトリックス

企業経営 事業戦略 国際経験
ESG

（環境/社会/
ガバナンス）

財務・会計
法務・

リスクマネジ
メント

荒井 邦彦 ● ● ●

鈴木 伸雄 ● ● ●

金田 和也 ● ● ●

中村 康一 ● ● ●

田代 正明 ● ● ●

小駒 望 ● ● ●
※各候補者の有する知見や経験を３つまで記載しており、各候補者の有するすべての知見や経験を表すものでは
ありません。

以上
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添付書類
事 業 報 告

〔 自
至
2020
2021

年
年
９
９
月
月
１
30
日
日〕

　当社は、2020年11月25日の第24回定時株主総会の決議により、決算期を従来の８月31日か
ら９月30日に変更いたしました。
　これにより、当事業年度が2020年９月１日から2021年９月30日までの13か月となったた
め、当事業年度の事業報告においては業績に関する前事業年度との比較を行っておりませんが、
参考情報として前事業年度12か月の実績値を記載しております。

１．会社の現況に関する事項
（1）事業の経過及び成果

当事業年度におけるわが国の経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい状況
が長期化しました。日本政府の経済対策により一時持ち直しの動きも見られましたが、変異
株の発生による感染症の再拡大により、度重なる緊急事態宣言の発出に見舞われました。感
染拡大の防止策としてワクチン接種が進展していますが、依然として景気の先行きは不透明
な状況にあります。
　当社の事業領域である中堅・中小企業のＭ＆Ａ市場は、後継者不在の中小企業への日本政
府による積極的な対策及び推進が功を奏したこともあり、中長期的に拡大傾向にあります。
「2021年版中小企業白書」によると、2020年に休廃業・解散した４万９千社のうち約６割
の企業は、直前期の決算が黒字であり、後継者不在を理由に貴重な経営資源を散逸させない
ために、次世代の意欲ある経営者に事業を引き継ぐ取組が重要となっています。加えて、中
小企業の規模拡大による生産性向上の実現や、他者の経営資源を引き継ぐ形での創業を促す
ため、中小企業庁は2021年4月に「中小Ｍ＆Ａ推進計画」を策定し、官民で中小企業のＭ＆
Ａを推進するための取組を示しています。中小企業の経営課題の解決策としてＭ＆Ａは、今
後ますます活用されると考えております。

上記の環境下において、当社は新型コロナウイルス感染拡大防止に努めながら、ＷＥＢセ
ミナーの開催やＷＥＢ会議システムによる面談を活用し、新規顧客獲得や成約活動に努めて
まいりました。また、業種別にＷＥＢ広告や提案型営業を展開し、幅広くＭ＆Ａニーズの発
掘に取り組みました。
　このような取り組みにより緊急事態宣言下においても、活発な営業活動を展開いたしまし
た。しかしながら、コロナ禍が長期化することで業績に影響を受ける中小企業が拡大傾向に
あり、Ｍ＆Ａでの交渉にも影響が現れ、条件交渉の長期化や相手先探索が長期化する案件が
小型案件を中心に発生しました。また、感染拡大前に受託した案件を中心に希望条件での譲
渡が困難となり、譲渡を取りやめるケースが当初の想定以上に発生しました。一方で、大型
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案件は業績影響がありながらも順調に進展した案件が多く、結果として案件単価が上昇しま
した。
営業面におきましては、提携先金融機関より人材を受け入れることで、提携先金融機関内

におけるＭ＆Ａ人材の育成を担い、協業によるＭ＆Ａ支援体制の強化を行いました。
　人員面におきましては、今後の業績拡大を図るため積極的な採用を進めたことで、当事業
年度においてＭ＆Ａコンサルタントを44名増員しました。従業員の増加に伴い2021年５月
に本社オフィスを移転いたしました。

この結果、当事業年度における成約組数（※１）は151組（前事業年度134組）、成約件数
（※２）は290件（前事業年度262件）となりました。大型案件（１組あたりの売上が１億円
以上の案件）の成約は、17組（前事業年度16組）となりました。新規受託（※３）は518
件（前事業年度340件）となりました。

（※１）成約組数：当社が仲介業務またはアドバイザリー業務として携わったＭ＆Ａ取引数
（ディールベース）。

（※２）成約件数：当社が仲介業務またはアドバイザリー業務としてＭ＆Ａ成約に至った契
約件数（社数）。
仲介業務の場合は１取引で売手１件、買手１件の計２件とカウントし、
アドバイザリー業務の場合は１取引で１件とカウント。

（※３）新規受託：売手と仲介業務契約を新規に締結すること（アドバイザリー業務の場
合、契約を締結し、実質的に業務が開始されたこと）。

当社の経営成績は、成約単価の上昇と成約件数が増加したことにより、売上高は9,034百
万円（前事業年度6,916百万円）となりました。売上原価は、売上に伴うインセンティブ給
与やＭ＆Ａコンサルタントの増員により人件費2,275百万円の計上と案件にかかる紹介料
841百万円の計上により、3,309百万円（前事業年度2,398百万円）、販売費及び一般管理費
は、給与及び役員報酬等の人件費969百万円の計上や地代家賃328百万円の計上により、
2,273百万円（前事業年度1,536百万円）となった結果、営業利益は3,451百万円（前事業
年度2,981百万円）となりました。これらの結果を受け経常利益は、3,475百万円（前事業
年度2,983百万円）となりました。また、投資有価証券を売却し、特別利益として投資有価
証券売却益を4百万円計上した一方、特別損失として投資有価証券評価損を69百万円計上し
た結果、当期純利益は2,395百万円（前事業年度2,202百万円）となりました。
　当社の成約組数、成約件数、新規受託及び売上高の当事業年度の実績と当初計画は次の通
りとなります。
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2021年９月期
（実績）

2021年９月期
（目標）

2021年９月期
(達成率％)

成約組数（組） 151 191 79.1

成約件数（件） 290 375 77.3

受託案件（件） 518 482 107.5

売上高（百万円） 9,034 8,368 108.0

なお、当社はＭ＆Ａ仲介事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載はして
おりません。
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（2）設備投資等の状況
　当事業年度に実施した設備投資等の総額は281百万円であり、その主な内訳は、本社の移
転に伴う有形固定資産の取得等でありました。このほか、来期に予定している名古屋オフィ
スの増床及び広島オフィスの新設、福岡オフィスの移転に伴い、敷金を新たに51百万円差
し入れております。
　なお当事業年度において、重要な設備の除却、売却はありません。

　
（3）資金調達の状況
　重要な事項はありません。

　
（4）対処すべき課題

当社は、「Ｍ＆Ａは、人の想いでできている。」をコーポレートスローガンとし、選択と
集中のため事業や子会社を売却したい方、経営環境の変化に合わせるために事業や子会社
を買収したい方、後継者不在で引き継ぎ先を探す必要に迫られている方、企業の更なる成
長のために資金調達又は経営権の譲渡を望まれる方など、それぞれ企業の変化に合わせた
経営体制の構築をＭ＆Ａを通じて支援することにより、広く社会に貢献することを企業理
念としております。
　具体的な取り組みについては、下記のとおりとしております。

①当社は会社設立時から、公認会計士・税理士を中心とした会計分野の専門性を有するプ
ロフェッショナル集団であり、中堅・中小企業のＭ＆Ａ仲介事業を主たる事業として展開
してまいりました。引き続き、専門性の高い業務提供を行うことで、顧客が安心して満足
できるＭ＆Ａを創出していく方針であります。

　②当社でのＭ＆Ａ仲介は、インターネットを積極的に活用しており、インターネット経由
でのマッチングを強化するため、「Ｍ＆Ａ市場ＳＭＡＲＴ」のＷＥＢサイトの更新を図り、
利便性を高めていく方針であります。一方、当社でのＭ＆Ａ仲介は、より多くの買収候補
先を探索し、譲渡希望者に提案できることを目指しております。このため、日々の業務活
動を通じて得られる買収ニーズをデータベース化し、これを活用することで相手先を探索
するほか、提携金融機関からの紹介による探索など、マッチング手法の強化を図っていく
方針でもあります。
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　③Ｍ＆Ａの利便性やＭ＆Ａによる問題解決策を広く社会に認知していただけるよう「Ｍ＆
Ａ Ｏｎｌｉｎｅ」等のＷＥＢサイトを通じた情報発信を拡充していく方針であります。ま
た、譲渡希望企業より買収希望企業の数がはるかに多く、買収ニーズがあるものの、現実
的に買収できない企業が多く存在します。この状況を踏まえ、2020年４月から新サービ
ス「プレマーケティングサービス」の提供を開始しました。このサービスは当社が買収希
望企業の代わりに、譲渡希望企業の探索活動を一括して請け負い、Ｍ＆Ａ成約までのフル
サポートを行います。当サービスを活用し、買収希望企業に買収を検討する機会をより多
く提供していく方針であります。

　④現在の環境としては、オーナー社長の高齢化や後継者不在の企業数の増加を背景に、日
本国内の中堅・中小企業のＭ＆Ａは拡大傾向にあります。一方で、Ｍ＆Ａは後継者不在の
解決策に限定されるものではなく、中期的な事業の拡大を図るために、事業承継のＭ＆Ａ
市場だけにとらわれず、選択と集中のためのＭ＆Ａ、グループ企業のＭ＆Ａ、スタートア
ップ企業のＭ＆Ａ、事業再生のためのＭ＆Ａ等、事業承継以外のＭ＆Ａ市場でも積極的に
活動してまいります。これらの活動を推進するため新たなサービスの提供を検討してまい
ります。

　⑤当社は東京証券取引所の新市場区分において、プライム市場に移行いたします。プライ
ム市場ではガバナンス体制をより高い水準とすることが求められており、当社はガバナン
スの一層の充実を図るため、2021年２月に取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬
諮問委員会を設置いたしました。また、サステナビリティについての取組みを推進してい
くため、今後、サステナビリティ推進委員会を設置し、Ｍ＆Ａ支援を通じたサステナビリ
ティ課題への取組みを重視しながら、全社的な目標の設定及び具体的な取組みの策定を推
進していく方針であります。

これらの経営方針及び取り組みのもと、今後３年間において、下記のとおり成約組数及
び売上高を増加させていくことを当面の目標としております。また、案件の成約に先立ち、
案件の新規受託が必須となることから、成約組数達成のための先行指標となる新規受託件
数も下記のとおりの目標としております。これらの数値目標は、毎期、その期の活動状況
を踏まえ、見直す方針としております。
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2021年9月期
(実績)

2022年９月期
(目標)

2023年９月期
(目標)

2024年９月期
(目標)

成約組数（組） 151 206 284 342
売上高（百万円） 9,034 11,208 15,620 18,810
新規受託（件） 518 660 778 925

上記の目標達成には、Ｍ＆Ａコンサルタントの増員も必要不可欠となり、今後について
は、下記のとおりの増員を計画しております。

2021年９月期
（実績）

2022年９月期
（計画）

2023年９月期
（計画）

2024年９月期
（計画）

Ｍ＆Ａコンサルタン
ト数（人） 155 181 215 256
なお、採用したコンサルタントについては、入社後１年間は収益貢献がほぼなく、２年
目で１～２組の案件成約、３年目で２～３組の案件成約というように経験とともに成約数
が増加することが一般的であります。

当社が事業を推進するにあたり、当社の事業及び財政状態に重要な影響を及ぼす可能性
があると考える個別のリスクは次のとおりであります。

①信用力の向上　
　中堅・中小企業の譲渡希望企業にとって、会社を譲渡することは非常に重い決断であると
ともに、今まで企業を育ててきた努力を将来の新たな活力に繋げる生涯における一大事であ
ります。譲渡希望企業は様々な不安を抱えながら、決断を行い、理想の買収先を求め、交渉
を進めていきます。一方、買収希望企業にとっては、貴重な経営資源を新たな会社に投下す
ることは新たなリスクを抱えるものであり、慎重に会社を選定し、交渉を進め、決断を行い
ます。
　このような状況下、譲渡希望企業と買収希望企業がＭ＆Ａを進める上では、仲介会社であ
る当社の信用力が必要不可欠であり、顧客からの安心感を得られる体制を構築することが重
要な課題であると認識しております。
　この課題を解決すべく、社会的信用力の向上を目指すとともに、更に信頼される企業とな
るべく、社内管理体制及びコンプライアンス体制の整備・充実を図ってまいります。また、
業務・サービスの品質を高めるべく、従業員の専門性を高めるため社内教育を推進するとと
もに、徹底的に顧客と向き合い案件を進めていく企業文化を構築するため、案件の検討に関
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する会議を定期的に開催し、社内コミュニケーションの促進、情報の共有を推進してまいり
ます。

②譲渡案件の探索
　Ｍ＆Ａ仲介事業の拡大のために、譲渡案件の探索及び受託を重要な課題と考えておりま
す。当社では、セミナー開催、広報誌の発行、ＷＥＢ・新聞・雑誌での記事掲載により、Ｍ
＆Ａに関する情報発信による潜在的な譲渡希望ニーズの発掘に取り組んでおりますが、発信
する情報の拡充を図るとともに、効果的・効率的に譲渡案件が受託できるよう努めてまいり
ます。この一環として、Ｍ＆Ａ専門の情報サイト「Ｍ＆Ａ Ｏｎｌｉｎｅ」上のコンテンツ
を充実させることで情報発信をさらに強化してまいります。また、経営者の悩みやニーズに
適切に応えるべく、潜在的な顧客へのダイレクトマーケティングも持続的に強化してまいり
ます。
　一方、金融機関や会計事務所を中心とした業務提携により間接的な案件受託を推進してお
りますが、当該受託の増加を図るため、新たな提携先の探索や提携領域の拡大に取り組んで
まいります。

③Ｍ＆Ａ活動エリア、Ｍ＆Ａ対象分野の拡充
　当社は、東京に本社を置くとともに、札幌、仙台、名古屋、大阪、高松、福岡にオフィス
を設置し、全国の企業をＭ＆Ａ仲介の対象としておりますが、社内の人的資源にも限りがあ
り、全国全てのエリアにおいてＭ＆Ａニーズへの十分な対応ができているとは判断しており
ません。このため、顧客ニーズに十分な対応ができていないエリア等を見極め、その時々で
注力エリアを選別することで経営資源の有効的な活用を図るとともに、中長期的にはそのエ
リアの拡大に努めてまいります。その一環として、営業力強化と業務の効率化を図るため、
2021年10月に名古屋オフィスの増床、同年11月に広島オフィスの新設と福岡オフィスの
増床移転を実施いたします。
　事業承継問題を背景に、中堅・中小企業のＭ＆Ａ市場は活性化している状況であります
が、事業承継だけに限定することなく、選択と集中、スタートアップ企業のエグジット、事
業整理、事業再生目的等多様なＭ＆Ａニーズにも対応を図るとともに、Ｍ＆Ａを利用した新
たな問題解決手法を創出することも視野に入れ、Ｍ＆Ａ市場全体が発展していく中で安定的
な経営が行えるよう努めてまいります。2021年10月に「イノベーション推進室」を設置
し、スタートアップ企業のＭ＆Ａ促進への活動を強化してまいります。
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④人材の確保・育成
　当社では、Ｍ＆Ａ仲介事業を持続的に成長させるために最重要となる経営資源は人的資源
であると考えており、優秀なＭ＆Ａコンサルタントを継続的に獲得し、育成し、維持してい
くことが課題であると認識しております。
　獲得に関しては、専門的な知識を有する人材、多様な分野に精通している人材、営業力・
交渉力に長けた人材等の有能な人材を獲得することに注力していく方針としております。
　従業員の育成のため、専門的知識や専門的スキルの向上のための社内研修の充実、Ｍ＆Ａ
情報の共有等の施策を図ることとしております。また、新たにチーム制を導入し、チームと
して多様な案件に対応することを通じて、個人の経験を高める施策も開始いたしました。当
事業年度に入社したＭ＆Ａコンサルタントが早期に収益貢献できるよう育成に努めてまいり
ます。さらに、優秀なＭ＆Ａコンサルタントの定着率を向上させるため、成果主義に基づく
給与制度や人事考課制度を採用しておりますが、社会環境や組織構造の変化に対応して随時
見直しを行うとともに、従業員が積極的に仕事に取り組める環境を整備してまいります。

⑤案件の進捗管理
　業績目標を達成する上では、個々案件の成約に向けた進捗管理が重要な課題になると認識
しておりますが、案件の成約時期については、譲渡希望先と買収候補先のそれぞれの意向や
意思決定手続等により左右され、当社で完全にコントロールできない面もあります。また最
近では、譲渡希望先と買収候補先のいずれかが大企業となるケースも増えており、以前に比
べると成約までの期間が長期化する傾向にあります。
　当社では、コンサルタントが成約目標時期を譲渡希望先と買収候補先に示すとともに、当
事者の意思決定プロセスも考慮し、スケジュール化することで、成約までの期間がさらに長
期化することのないよう努めております。また全案件の進捗管理のため、毎週、案件の進捗
状況を把握し、必要に応じた対策を図るようにしております。さらに、会計・法律などの専
門家で構成された業務支援部を設置し、コンサルタントをサポートするとともに、専門知識
が必要となる高度ないし複雑な案件も成約できる支援体制を整備しております。
　これらの施策により、案件の進捗管理は徐々に改善されておりますが、さらに改善の余地
はあると考えており、また、進捗管理の対象となる案件数も増加傾向にあることから、継続
的に管理体制の見直しに努めてまいります。

2021年11月18日 14時59分 $FOLDER; 20ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告
書

― 20 ―

（5）財産及び損益の状況
　

期 別

区 分

第22期

2018年８月期

第23期

2019年８月期

第24期

2020年８月期

第25期
（当 事 業 年 度）
2021年９月期

売上高 （千円） 3,743,742 5,077,679 6,916,705 9,034,500
経常利益 （千円） 1,355,297 1,889,643 2,983,494 3,475,638
当期純利益 （千円） 919,733 1,342,336 2,202,581 2,395,713
１株当たり当期純利益 （円） 47.52 69.86 115.29 125.33
総資産 （千円） 5,419,143 6,427,282 9,045,900 10,958,966
純資産 （千円） 4,513,844 5,162,181 7,091,030 9,077,036
１株当たり純資産額 （円） 233.01 270.00 370.98 474.41
（注）第25期（当事業年度）につきましては、決算期の変更に伴い、2020年９月１日から

2021年９月30日までの13か月間となっております。

（6）重要な親会社及び子会社の状況
　該当事項はありません。
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（7）主要な事業内容（2021年９月30日現在）
　

事 業 事業内容
Ｍ＆Ａ仲介事業 顧客間のＭ＆Ａを仲介、もしくはアドバイスし、顧客のＭ＆Ａ取引を創

出しております。
またこれに付随して、顧客間でのＭ＆Ａ取引を検討するための判断材料
の提供業務も行っております。具体的には企業評価、財務デューディリ
ジェンス等の業務となります。

（8）主要なオフィス（2021年９月30日現在）
　

事業所 所在地

本社 東京都千代田区大手町一丁目2番1号 三井物産ビル15階

札幌オフィス 北海道札幌市中央区北三条西三丁目１番１号 大同生命札幌ビル３階

仙台オフィス 宮城県仙台市青葉区中央三丁目１番24号 荘銀ビル５階

名古屋オフィス 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目１番１号 JPタワー名古屋15階

大阪オフィス 大阪府大阪市中央区北久宝寺町三丁目６番１号
本町南ガーデンシティ９階

高松オフィス 香川県高松市紺屋町９番地６ 高松大同生命ビル５階

福岡オフィス 福岡県福岡市博多区博多駅前一丁目３番３号 明治安田渡辺ビル６階

（9）従業員の状況（2021年９月30日現在）
従業員数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数
191名 51名増 35.3歳 2.5年

（注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者を含んでおりません。

（10）主要な借入先の状況
　該当事項はありません。
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２．会社の株式に関する事項（2021年９月30日現在）
（1）発行可能株式総数 60,000,000株
（2）発行済株式の総数 19,354,200株

(自己株式 228,021株含む)
（3）株主数 6,834名
（4）大株主（上位10名）

　

株主名 持株数 持株比率
株式会社K&Company 5,400,000株 28.23％
荒井 邦彦 3,647,000株 19.07％
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
(信託口) 902,700株 4.72％

金田 和也 612,000株 3.20％
石塚 辰八 577,800株 3.02％
鈴木 伸雄 540,000株 2.82％
大同生命保険株式会社 498,000株 2.60％
三井住友信託銀行株式会社 454,000株 2.37％
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT 346,375株 1.81％
中村 康一 340,600株 1.78％
(注)持株比率は、自己株式228,021株を控除して計算しております。

３．会社の新株予約権等に関する事項
（1）当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況
　 該当事項はありません。

（2）当該事業年度中に当社従業員に対して職務執行の対価として交付された新株予約権の内容
　 等の概要
　 該当事項はありません。
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（3）その他の新株予約権等の状況
　 2017年11月30日開催の取締役会決議に基づき発行した第2回新株予約権
名称 第2回新株予約権

発行決議日 2017年11月30日

新株予約権の数 965 個

新株予約権の目的となる株式の種類と数 普通株式 193,000株
(新株予約権１個につき200株)

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり2,458円

新株予約権の権利行使期間 2019年12月１日から2022年11月30日まで

新株予約権の行使の条件 (注)

割当先

取締役
(社外取締役を除く)

新株予約権の数：350個
目的となる株式数：70,000株
保有者数：2名

従業員
新株予約権の数：615個
目的となる株式数：123,000株
保有者数：19名

（注）新株予約権の行使条件
①新株予約権者は、2018年8月期における当社の損益計算書(当社が連結財務諸表を作成す
ることとなった場合には、連結営業利益を参照する。)に記載された営業利益(本新株予約権
の発行に伴い計上される費用を除くものとする。以下同様。)が13億円を超過しており、か
つ2019年8月期または2020年8月期のいずれかの期における営業利益が20億円を超過した
場合にのみ、新株予約権を行使することができる。
なお、参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合や決算期を変更する場合等これ
らの場合に準じて指標の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に別途参
照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
②新株予約権者は、新株予約権の権利行使においても、当社または当社関係会社の取締役、
監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他
正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
④新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数
を超過することとなるときは、新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。　

2021年11月18日 14時59分 $FOLDER; 24ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告
書

― 24 ―

４．会社役員に関する事項
（1）取締役及び監査役の氏名等（2021年９月30日現在）

　

地 位 氏 名 担 当 重要な兼職の状況
代表取締役社長 荒 井 邦 彦
取 締 役 副 社 長 鈴 木 伸 雄 ㈱セルバンク 取締役

取 締 役 金 田 和 也 執行役員
企業情報部担当

取 締 役 中 村 康 一 執行役員
管理部担当

取 締 役 田 代 正 明

取 締 役 小 駒 望
(戸籍名：今岡 望）

小駒望公認会計士事務所 代表
虎ノ門有限責任監査法人 社員
ユナイテッド㈱ 社外監査役
㈱FIS 社外監査役

常 勤 監 査 役 荒 木 二 郎

監 査 役 寿 藤 聡 税理士法人ブレイン綜合会計 代表
社員

監 査 役 黒 松 百 亜 晴海協和法律事務所
　

（注）１ 田代正明及び小駒望の両氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 荒木二郎、寿藤聡及び黒松百亜の３氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役
であります。

３ 当社は、東京証券取引所に対し、田代正明、小駒望、荒木二郎、寿藤聡及び黒松百亜
の５氏を独立役員として届け出ております。

４ 常勤監査役荒木二郎氏は金融機関の経営者として豊富な経験と幅広い知識を有してお
り、監査役寿藤聡氏は公認会計士及び税理士としての高い専門性と豊富な経験を有し
ており、それぞれ財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

５ 当事業年度末日後の取締役の担当の異動は、次のとおりであります。
氏 名 異動前 異動後 異動年月日

金 田 和 也 取締役兼執行役員
企業情報部担当

取締役兼執行役員
コンサルティング本部担当 2021年10月１日
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（2）責任限定契約の内容の概要
　当社と社外取締役田代正明氏及び社外取締役小駒望氏並びに社外監査役荒木二郎氏、社外
監査役寿藤聡氏及び社外監査役黒松百亜氏は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法
第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項で定める最低責任限度
額を限度としております。

　
（3）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
　当社は当社の取締役及び監査役、執行役員、管理職従業員を被保険者とする会社法第430
条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、すべて
の被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。当該保険契約は、被保険
者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます）に起因して損害賠償請求
がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等を填補するものです。
　ただし、一定の免責額の定めを設けているほか、被保険者による違法な利益供与または犯
罪行為等に起因する賠償責任については当該保険契約によっても填補の対象としないことと
しております。

（4）当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項等
(取締役)
　当社の取締役の報酬は、基本報酬のほか、業績に対する経営責任を明確にする観点から、
業績連動報酬を支給することとしております。取締役の基本報酬額については、役位、職務
内容、職務量等を踏まえて、取締役会の決議により決定する方針としております。業績連動
報酬の支給額決定に際しては、独立社外取締役へ諮問し、答申内容を踏まえ、取締役会の決
議により決定する方針としております。なお、決定方針については、2021年２月19日開催
の取締役会にて決定しております。
　取締役会は、取締役の個人別の報酬等の内容について、決定方法及び決定された内容が当
該決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
　第26期以降の取締役の個人別の報酬等の内容については、当社が任意で設置する取締役
会の諮問機関である指名・報酬諮問委員会の答申内容を踏まえ、取締役会の決議により決定
いたします。
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(監査役)
　監査役の報酬は、その職務の特性から、基本報酬のみを支給することとしております。監
査役の基本報酬額については、監査役の協議により決定する方針としております。

② 取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
　取締役の報酬額は、2014年11月25日開催の定時株主総会において、年額400百万円
以内と決議されており、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は４名であります。
　監査役の報酬額は、2014年11月25日開催の定時株主総会において、年額50百万円以
内と決議されており、当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は２名であります。

③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
　取締役の個人別の報酬等の内容は、取締役会が決定しており、該当事項はありません。

④ 取締役および監査役の報酬等の総額等

役員区分 報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数
（人）基本報酬 業績連動

報酬等
非金銭
報酬等

取締役
（社外取締役を除く。） 302,600 119,600 183,000 ― ４
監査役
（社外監査役を除く。） ― ― ― ― ―

社外取締役 11,700 11,700 ― ― ２
社外監査役 18,200 18,200 ― ― ３

⑤ 業績連動報酬に関する事項
　取締役の業績連動報酬については、各事業年度の利益計画を図るとともに、事業の拡
大・成長を推進するため、各事業年度の営業利益の目標達成度に応じ、営業利益額に応じ
た報酬体系としております。営業利益額とは、業績連動報酬控除前の営業利益に基づくも
のとしております。業績連動報酬の上限額計算式に基づき、各取締役の業績貢献度及び取
締役の報酬限度額等を踏まえ、取締役会決議により、具体的な支給額を決定しておりま
す。
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　業績連動報酬の上限額＝営業利益（業績連動報酬控除前）×業績達成係数※
　 ※業績達成係数
　 ①営業利益が期初計画を上回る場合：５％
　 ②営業利益が期初計画の90％を下回る場合：０％
　 ③営業利益が期初計画の90％以上100％以下の水準の場合：
　 ５％×(達成率－90％)／(100％－90％)

　当事業年度における業績連動報酬に係る指標の営業利益（業績連動報酬控除前）の目標額
は3,247百万円、実績額は3,636百万円で期初計画を上回る結果となりました。
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（5）社外役員に関する事項
① 重要な兼職先である他の法人等と当社との関係

地 位 氏 名 重要な兼職の状況 兼職先と当社との関係

取締役 小 駒 望
(戸籍名：今岡 望）

小駒望公認会計士事務所 代表 開示すべき取引関係は
ありません。

虎ノ門有限責任監査法人 社員 開示すべき取引関係は
ありません。

ユナイテッド㈱ 社外監査役 開示すべき取引関係は
ありません。

㈱FIS 社外監査役 開示すべき取引関係は
ありません。

監査役 寿 藤 聡 税理士法人ブレイン綜合会計 代表社員 開示すべき取引関係は
ありません。

監査役 黒 松 百 亜 晴海協和法律事務所 開示すべき取引関係は
ありません。

　
② 当事業年度における主な活動内容

　

地位及び氏名 主な活動状況等
取締役
　田 代 正 明

当事業年度に開催された取締役会19回の全てに出席し、主に会社経営
者としての経験で培った知識や見地から、当社の経営上有用な指摘、意
見を述べており、併せて業務執行に対する監督を行っております。ま
た、当社が任意で設置する取締役会の諮問機関である指名・報酬諮問委
員会の委員であり、当事業年度に開催された委員会４回の全てに出席
し、取締役の指名方針の策定等、指名手続における透明性・客観性を高
めることに貢献しております。

取締役
　小 駒 望

当事業年度に開催された取締役会19回の全てに出席し、公認会計士と
しての専門的見地から、当社の経営上有用な指摘、意見を述べており、
併せて業務執行に対する監督を行っております。また、当社が任意で設
置する取締役会の諮問機関である指名・報酬諮問委員会の委員であり、
当事業年度に開催された委員会４回の全てに出席し、取締役の指名方針
の策定等、指名手続における透明性・客観性を高めることに貢献してお
ります。

常勤監査役
　荒 木 二 郎

当事業年度に開催された取締役会19回の全てに、また、監査役会15回
の全てに出席し、主に金融機関を通じて培った知識や見地から、当社の
経営上有用な指摘、意見を述べております。
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地位及び氏名 主な活動状況等
監査役
　寿 藤 聡

当事業年度に開催された取締役会19回の全てに、また、監査役会15回
の全てに出席し、主に公認会計士としての専門的見地から、当社の経営
上有用な指摘、意見を述べております。

監査役
　黒 松 百 亜

当事業年度に開催された取締役会19回の全てに、また、監査役会15回
の全てに出席し、主に弁護士としての専門的見地から、当社の経営上有
用な指摘、意見を述べております。
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５．会計監査人の状況
（1）会計監査人の名称
　有限責任 あずさ監査法人

（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
①当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 14,200千円

　 ②当社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 14,200千円
　 (注)１ 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引

法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませ
んので、当該事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

　 ２ 監査役会は、当社規模、特異性及び監査日数等の諸要素を勘案し、これらについて
適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について同意しております。

（3）非監査業務の内容
　当社は会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の監査証明業務以外の業務を委託
しておりません。

（4）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　会計監査人の解任につきましては、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定めるいず
れかの事由に該当した場合、監査役会は監査役全員の同意により会計監査人を解任いたしま
す。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまし
て、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、上記の場合の他、会計監査人の職務遂行の状況、監査の品質等を総合的に勘案して、
監査役会は会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定
に基づき、当該議案を株主総会に提案いたします。
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６．会社の体制及び方針
（1）業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容の概要
　当社では、取締役会において、内部統制システムに関する基本方針を決議し、当該方針に
従い内部統制の整備・運用を図っております。基本方針については、環境の変化に応じて適
宜見直すこととしております。この基本方針の概要は下記のとおりであります。
①取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・法令及び定款を遵守し、かつ社会的な要請や期待に応えていくことを企業倫理として醸
成していき、コンプライアンス推進委員会を中心に、社内でのコンプライアンスの周知
徹底を図る。

・取締役は、重大な法令違反や社内規程違反を発見した場合には、直ちに監査役に報告す
るとともに、遅滞なく取締役会において報告し、必要に応じて外部専門家に協力いただ
きながら対応に努める。
・反社会的勢力との取引排除に向けて、反社会的勢力に対する基本方針を定め、社内に周
知し、これらに該当する者に対して毅然とした態度で対応する。

②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　・文書管理規程、営業秘密等管理規程を制定し、社内情報の保管・管理を行う。
・個人情報保護規程、情報システム管理運用規程等を制定し、安全に情報が管理される体
制を構築する。

③損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・リスク管理規程を制定し、これに基づき、リスクの事前把握に努めるとともに、会社の
リスク情報が社長に集約される仕組みを構築し、迅速かつ適切な組織対応を図る。
・法律事務所及びその他専門家から必要に応じて助言を受けるとともに、リスクに対して
迅速な対応が図れるようこれらの者と密接な関係を構築する。

④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・社内規程において明確化された職務分掌及び権限に基づいて業務運営を行う体制とし、
分業体制に基づく職務執行の効率化を図る。
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⑤当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社に関係会社は存在しないものの、新たに関係会社が生じた場合には、遅滞なく関係
会社の管理のための規程を制定し、適切な管理体制を構築するものとする。

⑥監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制、その使用人の独立性に関する事項及びそ
の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合又は補助すべき使用人の
増員を求めた場合、監査役と協議の上、適任と認められる使用人を配置する。
・監査役の職務を補助すべき使用人を置いた場合には、その使用人に対する指揮命令、監
督、人事考課等の権限は監査役会に移譲されるものとする。

⑦取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
・毎月定期的に取締役会を開催し、取締役から重要事項について報告を行うものとする。
また、取締役及び使用人は、監査役の求めに応じて、随時その職務の執行状況等を報告
するものとする。更に、監査役は、定期的に社長との意見交換会を開催するとともに、
定期的に管理部担当役員から業績等についての詳細報告を受ける。

⑧監査役の職務執行で生ずる費用又は債務に関する事項
・監査役会は、毎年、監査役の職務に関する予算を会社に請求できるものとし、また、予
算が不足する場合には追加での費用を請求できるものとし、当社は、明らかに職務に関
係しないと認められるものが含まれる場合等拒否事由がある場合を除き、これに応じ
る。

⑨その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　・取締役は、監査役の監査環境の整備、向上に協力する。
・監査役は、管理部その他の各部門に対して、必要に応じて、監査への協力を求めること
ができる。
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（2）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、下記のとおりであります。
①取締役会は19回開催され、取締役の職務執行の適法性を確保し、取締役の職務執行の適
正性及び効率性を高めるために、社外取締役２名が選任されております。また、コンプラ
イアンス意識を高めるため、コンプライアンス推進委員会を開催するとともに、役職員に
対し必要な研修を行っております。社内規程等は常時見直しを行い更新するとともに、そ
の内容を周知し、常時確認できるようにしております。
②監査役会は15回開催され、全員が社外監査役により構成されております。監査役は、監
査役会において定めた監査計画に基づき監査を行うとともに、代表取締役社長及び他の取
締役、内部監査室、会計監査人との間で意見交換会を実施し、情報交換等の連携を図って
おります。
③内部監査室は、内部監査計画に基づき、当社の各部門への監査を実施し、その結果を代表
取締役社長に報告しております。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
　（注）本事業報告中における記載数字は、金額・株数は表示単位未満を切り捨て、比率については四捨五入し

て表示しております。
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貸 借 対 照 表
2021年９月30日現在

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資産の部）
流動資産
現金及び預金
売掛金

　 前払費用
その他

　 貸倒引当金
固定資産
有形固定資産
建物
　工具、器具及び備品
　建設仮勘定
無形固定資産
　ソフトウエア

投資その他の資産
投資有価証券
長期前払費用
繰延税金資産

その他

9,981,586
8,567,428
1,181,143
88,094
156,479
△11,559
977,379
335,291
227,518
103,231
4,541
4,229
4,229

637,858
89,198

33,699
128,629
386,331

（負債の部）
流動負債 1,881,930
買掛金 186,890
未払金 777,324
未払法人税等 640,693
預り金 110,238
その他 166,784

負債合計 1,881,930
（純資産の部）

株主資本 9,072,017
　資本金 823,741
資本剰余金 810,377
　資本準備金 801,491
　その他資本剰余金 8,885
利益剰余金 7,911,295
　その他利益剰余金 7,911,295
　繰越利益剰余金 7,911,295
自己株式 △473,397
評価・換算差額等 1,544

その他有価証券評価差額金 1,544
新株予約権 3,474

純資産合計 9,077,036
資産合計 10,958,966 負債純資産合計 10,958,966
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損 益 計 算 書
（自 2020年９月１日 至 2021年９月30日）

（単位：千円）
科 目 金 額

売上高 9,034,500
売上原価 3,309,298
売上総利益 5,725,201
販売費及び一般管理費 2,273,946
営業利益 3,451,255
営業外収益
受取利息 3,397
受取配当金 400
受取損害賠償金 20,400
その他 185 24,383
経常利益 3,475,638
特別利益
投資有価証券売却益 4,000
新株予約権戻入益 36 4,036

特別損失
投資有価証券評価損 69,264 69,264
税引前当期純利益 3,410,409
法人税、住民税及び事業税 1,040,315
法人税等調整額 △25,620 1,014,695
当期純利益 2,395,713
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株主資本等変動計算書
（自 2020年９月１日 至 2021年９月30日）

（単位：千円）
株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他
資本剰余金

資本剰余金
合計

その他
利益剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

当期首残高 823,741 801,491 ― 801,491 5,974,078 5,974,078

当期変動額

剰余金の配当 △458,496 △458,496

当期純利益 2,395,713 2,395,713

自己株式の取得

自己株式の処分 8,885 8,885
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― ― 8,885 8,885 1,937,217 1,937,217

当期末残高 823,741 801,491 8,885 810,377 7,911,295 7,911,295

株主資本 評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計

自己株式 株主資本
合計

その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △519,312 7,079,998 7,122 7,122 3,909 7,091,030

当期変動額

剰余金の配当 △458,496 △458,496

当期純利益 2,395,713 2,395,713

自己株式の取得 △165 △165 △165

自己株式の処分 46,081 54,967 54,967
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額) △5,578 △5,578 △435 △6,013

当期変動額合計 45,915 1,992,019 △5,578 △5,578 △435 1,986,005

当期末残高 △473,397 9,072,017 1,544 1,544 3,474 9,077,036
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会計監査人の監査報告書 謄本
　

独立監査人の監査報告書
2021年11月19日

株式会社ストライク
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 椎 名 弘

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 和 久 友 子

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ストライクの2020年９月１日か
ら2021年９月30日までの第25期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。

2021年11月18日 14時59分 $FOLDER; 38ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告
書

― 38 ―

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書に
おいて計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が
適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業と
して存続できなくなる可能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類
等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書 謄本
　

監 査 報 告 書
　当監査役会は、2020年９月１日から2021年９月30日までの第25期事業年度の取締役の職務の執行に関
して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いた
します。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告
を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求めました。
(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締
役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとと
もに、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び
財産の状況を調査いたしました。
②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び
第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制
（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に
報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等
に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書並びに計算書類（貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。
２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めま
す。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められませ
ん。
③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システ
ムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められませ
ん。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
2021年11月26日

株式会社ストライク 監査役会
常勤監査役（社外監査役）荒 木 二 郎 ㊞
　 監査役（社外監査役）寿 藤 聡 ㊞
　 監査役（社外監査役）黒 松 百 亜 ㊞

以 上
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〈メ モ 欄〉
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〈メ モ 欄〉
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株主総会会場ご案内図

東京都千代田区大手町一丁目２番１号
Otemachi One３階　大手町三井カンファレンス　Room３会 場

都営地下鉄
● 三田線

東京メトロ
● 千代田線　● 半蔵門線
● 丸ノ内線　● 東西線

Ｃ５出口直結
（お願い）

２番出口より徒歩約５分

東京メトロ
● 東西線

大手町駅 竹橋駅

交 通 機 関 の ご 案 内

●本株主総会につきまして、極力、書面又は電磁的方法（インターネット等）により事前に議決権をご行使いただき、株主総会当日の
ご来場をお控えいただくようお願い申し上げます。
●なお、会場には駐車場の用意がございませんので、お車でのご来場はご遠慮ください。

Otemachi One３階
大手町三井カンファレンス
Room３
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